
道の相談室 

 

道路利用者等から、道に関するあらゆる相談や意見に対して、一度の問い合わせで、そ

の対応や処理を関係機関で迅速に実施することを目的として、平成 10 年 10 月から、建設

省（現国土交通省）を中心に全国で順次開設されています。 
本市においても平成 12 年 4 月 20 日から、開設しています。 

 
○千葉市『道の相談室』 
 
 ・電話：043-245-4700 
 ・FAX：043-245-5579 
 
 ・受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く） 
 
○関東甲信地域の『道の相談室』 
 ・電話：0120-106-497 

・FAX：0120-106-179 
 

 関東甲信 1 都 8 県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山

梨県、長野県）の道路に関する通報、苦情、問い合わせ、意見等を総合的に受け付けてい

る窓口です。 


